
議案第３３号

木津川市山城町森林公園条例の一部改正について

木津川市山城町森林公園条例（平成１９年木津川市条例第１６０号）の一部を別紙

のとおり改正する。

令和２年６月５日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

木津川市山城町森林公園宿泊施設等における快適性の向上及び更なる交流の場作り

を目指し、国の地方創生関係交付金を活用し、今年度に実施する施設改修に併せ、施

設の種類及び使用料等について所要の改正を行うものです。





木津川市条例第 号

木津川市山城町森林公園条例の一部を改正する条例（案）

木津川市山城町森林公園条例（平成１９年木津川市条例第１６０号）の一部を次の

ように改正する。

第４条の表を次のように改める。

番号 施設の種類 備考

１ 林間駐車場 ５箇所

２ 総合案内施設 １箇所

３ 休養施設 １箇所

４ 管理棟兼事務室 １箇所

５ キャンプ場 １箇所

６ バンガロー ５棟

７ ログハウス ４棟

８ 炊事施設 １箇所

９ 林間広場 １箇所

１０ 製炭ガマ １箇所

１１ 資材倉庫 １棟

１２ 給水施設 １式

１３ 放送施設 １式

１４ 野鳥観察施設 １箇所

１５ 野鳥観察四阿 ２棟

１６ 記念シンボル塔 １箇所

１７ 多目的広場 １箇所

１８ 便所 ２箇所



第５条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号

を第４号とし、第６号を削る。

第６条を次のように改める。

（使用料等）

第６条 前条の規定により施設の利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、

別表第１に定める環境整備協力金及び別表第２に定める施設使用料（以下「使用料

等」という。）を納付しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、休養施設、バンガロー又はログハウスに宿泊する利用

者に市に住所を有する者が含まれる場合は、別表第２に定める施設使用料から１，

０００円を減額するものとする。

第１５条第２項及び第１７条第１号中「使用料」を「使用料等」に改める。

第１８条第１項中「第１５条」を「第１６条」に、「法」を「地方自治法」に改め

る。

第２０条中「第５条から第８条まで、第１０条及び第１３条並びに別表第１及び別

表第２」を「第５条、第７条から第１０条まで及び第１３条」に改める。

別表第１大人（中学生以上）の項中「２００円」を「３００円」に改め、同表小人

（小学生）の項中「１００円」を「２００円」に改める。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第６条、第１８条関係）

施設使用料

１９ 身体障がい者用便所 １箇所

２０ 木橋 １箇所

２１ 遊歩道 ４コース・野鳥観察施設周回歩道

２２ 作業歩道 １コース

２３ 四阿 １棟

２４ 展望台 １箇所

２５ 消防器具庫 １棟



区分 使用区分 単位 使用料

林間駐車場 １台 １回 ５００円

休養施設 宿泊 平日

休日

２０人用 １室１泊 ２７，０００円

２５人用 ３６，０００円

休前日 ２０人用 １室１泊 ３０，０００円

２５人用 ４０，０００円

休憩 平日

休日

休前日

２０人用 １室１時間 ２，０００円

２５人用 ２，５００円

テントサイ

ト

宿泊・

休憩

平日

休日

１日 ５００円

休前日 １，０００円

電源 １機 １日 ５００円

バンガロー 宿泊 平日

休日

Ａタイプ １棟１泊 ８，０００円

Ｂタイプ ９，０００円

Ｃタイプ １０，０００円

休前日 Ａタイプ １棟１泊 ９，０００円

Ｂタイプ １０，０００円

Ｃタイプ １１，０００円

休憩 平日 Ａタイプ １棟１時間 ５００円

休日 Ｂタイプ ６００円

休前日 Ｃタイプ ７００円

ログハウス 宿泊 平日

休日

１棟１泊 １５，０００円

休前日 １棟１泊 １６，０００円

休憩 平日

休日

１棟１時間 １，０００円



備考

１ この表において「休日」とは、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日をいう。

２ この表において「休前日」とは、休日の前日をいう。

３ 休日に該当し、かつ、休前日に該当する日については、これを休前日とみな

す。

４ この表において「平日」とは、休日及び休前日以外の日とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第６条の規定は、令和３年１月１日以後の施設の利用に

ついて適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

休前日



参考資料（議案第３３号）

木津川市山城町森林公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

（新） （旧）

第１条～第３条 （略）

（施設）

第４条 公園に、次の施設を置く。

第１条～第３条 （略）

（施設）

第４条 公園に、次の施設を置く。

番号 施設の種類 備考

１ 林間駐車場 ５箇所

２ 総合案内施設 １箇所

３ 休養施設 １箇所

４ 管理棟兼事務室 １箇所

５ キャンプ場 １箇所

６ バンガロー ５棟

７ ログハウス ４棟

８ 炊事施設 １箇所

番号 施設の種類 規模その他

１ 林間駐車場 ４か所 １，０９８㎡

２ 総合案内施設 １か所 １０１．７５㎡

３ 休養施設 １か所 １８０．９８㎡

４ 管理棟兼事務室 １か所 ３６．４４㎡

５ ミーティングルーム １か所 ３４．７８㎡

６ キャンプ場 １か所 ２，７００㎡

７ バンガロー ５棟 １１６㎡

８ ログハウス ４棟 １１２㎡

９ 炊事施設 １か所 ３３．６０㎡



９ 林間広場 １箇所

１０ 製炭ガマ １箇所

１１ 資材倉庫 １棟

１２・１３ （略） （略）

１４ 野鳥観察施設 １箇所

１５ 野鳥観察四阿 ２棟

１６ 記念シンボル塔 １箇所

１７ 多目的広場 １箇所

１８ 便所 ２箇所

１９ 身体障がい者用便所 １箇所

２０ 木橋 １箇所

２１ 遊歩道 ４コース・野鳥観察施設

周回歩道

２２ 作業歩道 １コース

２３ 四阿 １棟

１０ 林間広場 １か所 １，４００㎡

１１ 製炭ガマ １か所

１２ 資材倉庫 １棟 １０．７２㎡

１３・１４ （略） （略）

１５ 野鳥観察施設 １か所

１６ 野鳥観察四阿 ２棟 ３２．０㎡

１７ 記念シンボル塔 １か所

１８ 多目的広場 １か所 ２，１５０㎡

１９ パターゴルフ場 １か所 ５３７．７３㎡

２０ 便所 ２か所

２１ 身体障害者用便所 １か所

２２ 木橋 １か所

２３ ゴミ焼却炉 ２基

２４ 遊歩道 延長 ８，５５０ｍ

２５ 作業歩道 延長 ９８３ｍ

２６ 四阿 １棟 １５．６０㎡



（利用の許可）

第５条 次の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。

（１） （略）

（２）～（４） （略）

２ （略）

（使用料等）

第６条 前条の規定により施設の利用許可を受けた者（以下「利用

者」という。）は、別表第１に定める環境整備協力金及び別表第

２に定める施設使用料（以下「使用料等」という。）を納付しな

ければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、休養施設、バンガロー又はログハウ

（利用の許可）

第５条 次の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。

（１） （略）

（２） ミーティングルーム

（３）～（５） （略）

（６） パターゴルフ場

２ （略）

（使用料等）

第６条 前条の規定により施設の利用許可を受けた者（以下「利用

者」という。）は、別表第１及び別表第２に定める使用料等を納付

しなければならない。

２４ 展望台 １箇所

２５ 消防器具庫 １棟

２７ カブト虫生産施設 １か所 ４０㎡

２８ 展望台 １か所

２９ 消防器具庫 １棟 ５．５㎡



スに宿泊する利用者に市に住所を有する者が含まれる場合は、別

表第２に定める施設使用料から１，０００円を減額するものとす

る。

第７条～第１４条 （略）

（過料）

第１５条 （略）

２ 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当す

る金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円とす

る。）以下の過料に処する。

第１６条 （略）

（指定管理者が行う業務）

第１７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

（１） 公園の使用の許可及び使用料等の収受に関する業務

（２）～（５） （略）

（利用料金）

第１８条 市長は、第１６条の規定により公園の管理を指定管理者

に行わせる場合は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定によ

第７条～第１４条 （略）

（過料）

第１５条 （略）

２ 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、そ

の徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する

金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円とする。）

以下の過料に処する。

第１６条 （略）

（指定管理者が行う業務）

第１７条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

（１） 公園の使用の許可及び使用料の収受に関する業務

（２）～（５） （略）

（利用料金）

第１８条 市長は、第１５条の規定により公園の管理を指定管理者

に行わせる場合は、法第２４４条の２第８項の規定により、公園



り、公園の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定

管理者の収入として収受させることができる。

２・３ （略）

第１９条 （略）

（指定管理者に関する準用）

第２０条 第５条、第７条から第１０条まで及び第１３条の規定

は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの

規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものと

する。

第２１条 （略）

別表第１（第６条、第１８条関係）

環境整備協力金

別表第２（第６条、第１８条関係）

施設使用料

の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収

入として収受させることができる。

２・３ （略）

第１９条 （略）

（指定管理者に関する準用）

第２０条 第５条から第８条まで、第１０条及び第１３条並びに別

表第１及び別表第２の規定は、指定管理者について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理

者」と読み替えるものとする。

第２１条 （略）

別表第１（第６条、第１８条関係）

環境整備協力金

別表第２（第６条、第１８条関係）

施設使用料

区分 単位 金額

大人（中学生以上） １人１回 ３００円

小人（小学生） １人１回 ２００円

区分 単位 金額

大人（中学生以上） １人１回 ２００円

小人（小学生） １人１回 １００円



区分 使用区分 単位 使用料

（略） （略） （略） （略）

休養施設 宿泊 平日

休日

２０人

用

１室１

泊

２７，０００

円

２５人

用

３６，０００

円

休前

日

２０人

用

１室１

泊

３０，０００

円

２５人

用

４０，０００

円

休憩 平日

休日

２０人

用

１室１

時間

２，０００円

休前

日

２５人

用

２，５００円

テントサ

イト

宿泊・

休憩

平日

休日

１日 ５００円

休前日 １，０００円

区分 使用区分 単位 使用料

（略） （略） （略） （略）

バンガロ 宿泊 平日 ４人用 １棟１ ５，０００円

ー 休日 ６人用 泊 ６，０００円

８人用 ７，０００円

休前 ４人用 １棟１ ６，０００円

日 ６人用 泊 ７，０００円

８人用 ８，０００円

休憩 平日 ４人用 １棟１ ３００円

休日 ６人用 時間 ４００円

休前

日

８人用 ４００円

ログハウ

ス

宿泊 平日

休日

８人用 １棟１

泊

１１，０００

円

休前 ８人用 １棟１ １２，０００

日 泊 円

休憩 平日 ８人用 １棟１ ８００円



電源 １機 １日 ５００円

バンガロ

ー

宿泊 平日

休日

Ａタイ

プ

１棟１

泊

８，０００円

Ｂタイ

プ

９，０００円

Ｃタイ

プ

１０，０００

円

休前

日

Ａタイ

プ

１棟１

泊

９，０００円

Ｂタイ

プ

１０，０００

円

Ｃタイ

プ

１１，０００

円

休憩 平日 Ａタイ １棟１ ５００円

休日 プ 時

休前 Ｂタイ ６００円

日 プ

休日

休前

日

時間

休養施設 宿泊 平日

休日

Ａタイ

プ

定員８

人

１室１

泊

７，０００円

Ｂタイ ５，０００円

プ

定員４

人

Ｃタイ

プ

６，０００円

定員５

人

休前 Ａタイ １室１ ８，０００円

日 プ 室



備考 （略）

Ｃタイ

プ

７００円

ログハウ

ス

宿泊 平日

休日

１棟１

泊

１５，０００

円

休前日 １棟１

泊

１６，０００

円

休憩 平日

休日

休前日

１棟１

時間

１，０００円

定員８

人

Ｂタイ

プ

定員４

人

６，０００円

Ｃタイ

プ

７，０００円

定員５

人

休憩 平日

休日

休前

Ａタイ

プ

定員８

１室１

時間

６００円

日 人

Ｂタイ ３００円

プ

定員４



備考 （略）

人

Ｃタイ

プ

定員５

人

４００円

テントサ

イト

宿泊・

休憩

１日 ５００円

パターゴルフ場 コース使用料 １人１

回

５００円

１時間

ミーティングルー

ム

連続使用 １か月 ４０，０００

円



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名
議案第３３号 木津川市山城町森林公園条例の一部改正につい
て

担 当 課 農政課 農業振興係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

木津川市山城町森林公園宿泊施設等における快適性の向上及

び更なる交流の場作りを目指し、国の地方創生関係交付金を活用

し、今年度に実施する施設改修に併せ、施設の種類及び使用料等

について所要の改正を行うものです。

なお、本施設については、木津川市公共施設等総合管理計画に

おいて、長寿命化を図ることを基本方針としています。

提案に至るまでの経緯

・課内で協議・検討を行い、改正案を策定
・調整会議（４月２２日）、政策会議（４月２８日）

市 民 参 加 の 状 況

□有 ■無

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
４ 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のま
ちづくり

政 策 分 野 ８ 観光交流

施 策
① 観光振興
ア．観光振興

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
□複数年度（ 年度）

将来にわたる効果及び
経費の状況

快適性の向上及び交流の場作りに取り組むことにより、来場者
のサービス向上が図れます。


